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介

護

保

険

関

係

の

所

得

控

除

等

に

必

要

な

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　書

類

の

交

付

に

つ

い

て

①
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
証

　
確
定
申
告
な
ど
で
所
得
を

申
告
す
る
際
に
、
申
告
す
る

本
人
も
し
く
は
扶
養
親
族
が

障
害
者
で
あ
る
場
合
、
一
定

金
額
を
所
得
か
ら
控
除
で
き

る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
基
本
的
に
は
障
害
者
手
帳

を
お
持
ち
の
方
が
対
象
で
す

が
、
介
護
保
険
の
要
介
護
認

定
を
受
け
て
い
る
方
で
も
対

象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、

町
が
発
行
す
る
「
障
害
者
控

除
対
象
者
認
定
証
」
が
必
要

で
す
。

◇
対
象
と
な
る
方 

 
          

　
65
歳
以
上
の
要
介
護
１
以

上
の
認
定
を
受
け
て
い
る
方

で
、
介
護
保
険
の
主
治
医
意

見
書
や
認
定
調
査
票
か
ら
、

身
体
も
し
く
は
精
神
に
一
定

の
障
害
が
あ
る
と
確
認
で
き

る
方
。

②
お
む
つ
代
医
療
費
控
除
確

認
証

　
傷
病
に
よ
り
寝
た
き
り
で

医
師
の
治
療
を
受
け
て
お
り
、

お
む
つ
の
使
用
が
必
要
で
あ

る
と
診
断
さ
れ
た
場
合
、
お

む
つ
代
が
医
療
費
控
除
の
対

象
と
な
り
ま
す
。
控
除
を
受

け
る
た
め
に
は
、
お
む
つ
代

の
領
収
書
と
、
１
年
目
は
医

師
が
発
行
す
る
「
お
む
つ
使

用
証
明
書
」
が
必
要
で
す
。

　
２
年
目
以
降
は
町
で
発
行

す
る
「
お
む
つ
代
医
療
費
控

除
確
認
証
」
で
医
師
の
証
明

書
の
代
用
が
で
き
ま
す
。

◇
対
象
と
な
る
方

　
要
介
護
ま
た
は
要
支
援
の

認
定
を
受
け
て
お
り
、
概
ね

６
か
月
以
上
寝
た
き
り
の
方

も
し
く
は
同
様
と
認
め
ら
れ

る
方
で
、
介
護
保
険
の
主
治

医
意
見
書
か
ら
お
む
つ
の
使

用
が
常
時
必
要
で
あ
る
こ
と

を
確
認
で
き
る
方
。

　
①
・
②
と
も
に
、
対
象
者

本
人
も
し
く
は
そ
の
家
族
の

方
（
扶
養
し
て
い
る
方
）
か

ら
の
申
請
に
よ
り
、
確
定
申

～１１月のふるさと納税額のお知らせ～

　次のとおり、ご寄付をいただきました。ありがとうございました。

※令和４年１１月からインターネットを通じてふるさと納税ができるようになりました。

　目　　的　　　 件　数 金　額

　森林管理・環境景観保全のためとして    ３２件   １，６１５，０００円

　森林セラピー事業等の整備・活動事業のためとして      ７件 　　   ８０，０００円

　財政運営資金の一端（一般寄付）として    ３０件      ３７０，０００円

合　　計　    ６９件   ２，０６５，０００円

移住・定住応援補助金をご活用ください

　町では、次代を担う若者世代の移住・定住を応援するため、町内に住

宅などを購入された方を対象に、補助金の交付（事業費の１／２・最大

２００万円）また、資金借入に対する利子補給（借入利率の１／２・年

額最大３０万円・３６か月）を行っています。

　さらに、町内事業者利用および地場木材活用で、それぞれ１０万円分

の奥多摩町商業協同組合商品券を上乗せし最大２２０万円分交付。町内

金融機関（西東京農業協同組合古里支店・青梅信用金庫奥多摩支店）利

用の場合、最大３３万円利子を補給します。

 〔年齢要件〕

　①　４５歳以下の夫婦　②３５歳以下の者　

　③　子ども（高校生以下（満１８歳に達する日以後の最初の３月３１

　　　日までの間にある者））がいる世帯

　＊年齢要件以外にも、対象要件などがあります。

　※問い合わせは、若者定住推進課　☎８３－２３１０

告
時
の
所
得
控
除
に
必
要
な

書
類
を
交
付
し
ま
す
の
で
、

事
前
に
担
当
ま
で
電
話
連
絡

を
お
願
い
し
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
福
祉
保

健
課

　
　 

☎
83
‐
２
７
７
７

移
住
・
定
住
補
助
金

ふ
る
さ
と
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税
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度

年
金
ほ
か

◆
ス
マ
ホ
申
告
講
習
会
の
ご

案
内

～
今
年
こ
そ
確
定
申
告
は

　ス
マ
ホ
で
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
～

　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
使
っ

た
確
定
申
告
の
講
習
会
を
つ

ぎ
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

　
ま
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
の
未
取
得
の
方
に
は
ｅ
‐

Ｔ
ａ
ｘ
に
必
要
な
Ｉ
Ｄ
・
パ

ス
ワ
ー
ド
の
申
請
を
受
け
付

け
ま
す
。
予
約
は
不
要
で
す
。

〔
日
時
〕
　
１
月
14
日(

土)

第
１
回
・
午
前
10
時
30
分
～

11
時
30
分

第
２
回
・
午
後
１
時
30
分
～

２
時
30
分

第
３
回
・
午
後
３
時
～
４
時

〔
場
所
〕
イ
オ
ン
モ
ー
ル
日
の

出
（
２
階
イ
オ
ン
ホ
ー
ル
）

〔
持
ち
物
〕
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
（
未
取
得
の
方
も
受

講
で
き
ま
す
）

◆
消
費
税
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

に
つ
い
て

～
事
業
所
得
者
・
不
動
産
所

得
者
の
み
な
さ
ま
へ
～

　
令
和
５
年
10
月
１
日
か
ら

イ
ン
ボ
イ
ス
を
交
付
す
る
た

め
に
は
、
原
則
と
し
て
、
３

月
31
日
ま
で
に
登
録
申
請
手

続
き
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま

す
。
登
録
手
続
き
は
、
ｅ
‐

Ｔ
ａ
ｘ
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
で

も
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
で
申
請
が
で

き
ま
す
。

＊
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
の
ご
利
用
に

は
事
前
に
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
の
取
得
が
必

要
で
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅
税
務

署
　
　
　
　
☎
22
‐
３
１
８
５

年
金
の
お
知
ら
せ

◇
付
加
保
険
料
制
度
に
つ
い
て

　
付
加
保
険
料
制
度
は
、
国
民

年
金
の
一
般
保
険
料
に
加
え
て

付
加
保
険
料（
月
々
４
０
０
円
）

を
納
め
る
こ
と
に
よ
り
、
老
齢

基
礎
年
金
に
付
加
年
金
が
上
乗

せ
さ
れ
る
制
度
で
す
。

　
付
加
保
険
料
を
納
め
る
た
め

に
は
、
申
し
込
み
が
必
要
で
あ

り
、
申
し
込
み
を
し
た
月
分
か

ら
付
加
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

　
ご
自
身
の
健
康
と
医
療
に
対

す
る
認
識
を
深
め
て
い
た
だ
く

と
と
も
に
、
診
療
日
数
な
ど
の

受
診
内
容
を
確
認
し
て
い
た
だ

く
た
め
、「
医
療
費
等
通
知
書
」

を
１
月
下
旬
に
お
送
り
し
ま
す
。

　
通
知
書
に
は
、
診
療
年
月
、

医
療
機
関
の
名
称
、
医
療
費

（
10
割
・
自
己
負
担
相
当
額
）

な
ど
を
記
載
し
て
い
ま
す
。

　
発
送
の
対
象
は
、
令
和
４
年

12
月
１
日
現
在
、
東
京
都
後
期

高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
の
資

格
が
あ
り
、
令
和
３
年
９
月
か

ら
令
和
４
年
８
月
ま
で
の
12
か

月
間
に
、
保
険
診
療
で
医
療
機

関
な
ど
へ
の
受
診
履
歴
が
あ
る

方
で
す
。

　
確
定
申
告
の
際
に
医
療
費
等

通
知
書
を
添
付
す
る
こ
と
で
、

令
和
４
年
１
月
か
ら
８
月
ま
で

の
診
療
な
ど
に
つ
い
て
は
、「
医

療
費
控
除
の
明
細
書
」
へ
の
記

載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
９
月
か
ら
12
月
ま
で
の
診

療
等
な
ど
に
つ
い
て
は
、
お
持

に
な
り
ま
す
。

　
お
手
続
き
を
ご
希
望
の
方

は
、
青
梅
年
金
事
務
所
ま
た
は

役
場
住
民
課
へ
お
申
し
出
く
だ

さ
い
。

◇
年
金
相
談
・
お
手
続
き
の
際

は
、
予
約
相
談
を
ご
利
用
く
だ

さ
い

　
日
本
年
金
機
構
で
は
、
年
金

の
相
談
や
請
求
手
続
き
に
つ
い

て
「
事
前
予
約
」
を
行
っ
て
い

ま
す
。
お
待
た
せ
時
間
の
少
な

い
「
予
約
相
談
」
を
ぜ
ひ
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

◎
予
約
専
用
受
付
電
話

☎
０
５
７
０
（
０
５
）
４
８
９
０

〔
受
付
時
間
〕
午
前
８
時
30
分

～
午
後
５
時
15
分
（
土
・
日
・

祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く
）

◆
予
約
相
談
希
望
日
の
１
か
月

前
か
ら
前
日
ま
で
受
付
け
し
て

い
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
、
予
約
の
際
は
、

基
礎
年
金
番
号
の
わ
か
る
年
金

手
帳
や
年
金
証
書
を
ご
用
意
く

だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅
年
金

事
務
所
　
　
☎
30
‐
３
４
１
０

住
民
課
　
　
☎
83
‐
２
１
８
２

ち
の
領
収
書
に
基
づ
き
別
途
、

「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」
を

作
成
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
東
京
都
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
お
問

合
せ
セ
ン
タ
ー
　

☎
０
５
７
０
（
０
８
６)

５
１
９

住
民
課
　
　
☎
83
‐
２
１
８
２

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
医
療
費
等

通
知
書
を
送
付
し
ま
す

蜜蜂を飼育している方へ
　蜜蜂の飼育をする場合は、養蜂振興法の定めるところに

より、飼育の届出をする必要があります。毎年 1月末まで、

若しくは、飼育開始日が決まった時点で飼育届の提出をお

願いします。申請書の様式および提出先は東京都のホーム

ページをご覧ください。

※問い合わせは、東京都農業振興事務所振興課畜産担当

　 　　　　　　　　　　☎０４２－５４８－４８６８
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度

年
金
ほ
か

◆
ス
マ
ホ
申
告
講
習
会
の
ご

案
内

～
今
年
こ
そ
確
定
申
告
は

　ス
マ
ホ
で
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
～

　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
使
っ

た
確
定
申
告
の
講
習
会
を
つ

ぎ
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

　
ま
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
の
未
取
得
の
方
に
は
ｅ
‐

Ｔ
ａ
ｘ
に
必
要
な
Ｉ
Ｄ
・
パ

ス
ワ
ー
ド
の
申
請
を
受
け
付

け
ま
す
。
予
約
は
不
要
で
す
。

〔
日
時
〕
　
１
月
14
日(

土)

第
１
回
・
午
前
10
時
30
分
～

11
時
30
分

第
２
回
・
午
後
１
時
30
分
～

２
時
30
分

第
３
回
・
午
後
３
時
～
４
時

〔
場
所
〕
イ
オ
ン
モ
ー
ル
日
の

出
（
２
階
イ
オ
ン
ホ
ー
ル
）

〔
持
ち
物
〕
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
（
未
取
得
の
方
も
受

講
で
き
ま
す
）

◆
消
費
税
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

に
つ
い
て

～
事
業
所
得
者
・
不
動
産
所

得
者
の
み
な
さ
ま
へ
～

　
令
和
５
年
10
月
１
日
か
ら

イ
ン
ボ
イ
ス
を
交
付
す
る
た

め
に
は
、
原
則
と
し
て
、
３

月
31
日
ま
で
に
登
録
申
請
手

続
き
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま

す
。
登
録
手
続
き
は
、
ｅ
‐

Ｔ
ａ
ｘ
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
で

も
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
で
申
請
が
で

き
ま
す
。

＊
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
の
ご
利
用
に

は
事
前
に
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
の
取
得
が
必

要
で
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅
税
務

署
　
　
　
　
☎
22
‐
３
１
８
５

年
金
の
お
知
ら
せ

◇
付
加
保
険
料
制
度
に
つ
い
て

　
付
加
保
険
料
制
度
は
、
国
民

年
金
の
一
般
保
険
料
に
加
え
て

付
加
保
険
料（
月
々
４
０
０
円
）

を
納
め
る
こ
と
に
よ
り
、
老
齢

基
礎
年
金
に
付
加
年
金
が
上
乗

せ
さ
れ
る
制
度
で
す
。

　
付
加
保
険
料
を
納
め
る
た
め

に
は
、
申
し
込
み
が
必
要
で
あ

り
、
申
し
込
み
を
し
た
月
分
か

ら
付
加
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

　
ご
自
身
の
健
康
と
医
療
に
対

す
る
認
識
を
深
め
て
い
た
だ
く

と
と
も
に
、
診
療
日
数
な
ど
の

受
診
内
容
を
確
認
し
て
い
た
だ

く
た
め
、「
医
療
費
等
通
知
書
」

を
１
月
下
旬
に
お
送
り
し
ま
す
。

　
通
知
書
に
は
、
診
療
年
月
、

医
療
機
関
の
名
称
、
医
療
費

（
10
割
・
自
己
負
担
相
当
額
）

な
ど
を
記
載
し
て
い
ま
す
。

　
発
送
の
対
象
は
、
令
和
４
年

12
月
１
日
現
在
、
東
京
都
後
期

高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
の
資

格
が
あ
り
、
令
和
３
年
９
月
か

ら
令
和
４
年
８
月
ま
で
の
12
か

月
間
に
、
保
険
診
療
で
医
療
機

関
な
ど
へ
の
受
診
履
歴
が
あ
る

方
で
す
。

　
確
定
申
告
の
際
に
医
療
費
等

通
知
書
を
添
付
す
る
こ
と
で
、

令
和
４
年
１
月
か
ら
８
月
ま
で

の
診
療
な
ど
に
つ
い
て
は
、「
医

療
費
控
除
の
明
細
書
」
へ
の
記

載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
９
月
か
ら
12
月
ま
で
の
診

療
等
な
ど
に
つ
い
て
は
、
お
持

に
な
り
ま
す
。

　
お
手
続
き
を
ご
希
望
の
方

は
、
青
梅
年
金
事
務
所
ま
た
は

役
場
住
民
課
へ
お
申
し
出
く
だ

さ
い
。

◇
年
金
相
談
・
お
手
続
き
の
際

は
、
予
約
相
談
を
ご
利
用
く
だ

さ
い

　
日
本
年
金
機
構
で
は
、
年
金

の
相
談
や
請
求
手
続
き
に
つ
い

て
「
事
前
予
約
」
を
行
っ
て
い

ま
す
。
お
待
た
せ
時
間
の
少
な

い
「
予
約
相
談
」
を
ぜ
ひ
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

◎
予
約
専
用
受
付
電
話

☎
０
５
７
０
（
０
５
）
４
８
９
０

〔
受
付
時
間
〕
午
前
８
時
30
分

～
午
後
５
時
15
分
（
土
・
日
・

祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く
）

◆
予
約
相
談
希
望
日
の
１
か
月

前
か
ら
前
日
ま
で
受
付
け
し
て

い
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
、
予
約
の
際
は
、

基
礎
年
金
番
号
の
わ
か
る
年
金

手
帳
や
年
金
証
書
を
ご
用
意
く

だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅
年
金

事
務
所
　
　
☎
30
‐
３
４
１
０

住
民
課
　
　
☎
83
‐
２
１
８
２

ち
の
領
収
書
に
基
づ
き
別
途
、

「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」
を

作
成
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
東
京
都
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
お
問

合
せ
セ
ン
タ
ー
　

☎
０
５
７
０
（
０
８
６)

５
１
９

住
民
課
　
　
☎
83
‐
２
１
８
２

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
医
療
費
等

通
知
書
を
送
付
し
ま
す

蜜蜂を飼育している方へ
　蜜蜂の飼育をする場合は、養蜂振興法の定めるところに

より、飼育の届出をする必要があります。毎年 1月末まで、

若しくは、飼育開始日が決まった時点で飼育届の提出をお

願いします。申請書の様式および提出先は東京都のホーム

ページをご覧ください。

※問い合わせは、東京都農業振興事務所振興課畜産担当

　 　　　　　　　　　　☎０４２－５４８－４８６８
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度

年
金
ほ
か

◆
ス
マ
ホ
申
告
講
習
会
の
ご

案
内

～
今
年
こ
そ
確
定
申
告
は

　ス
マ
ホ
で
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
～

　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
使
っ

た
確
定
申
告
の
講
習
会
を
つ

ぎ
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

　
ま
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
の
未
取
得
の
方
に
は
ｅ
‐

Ｔ
ａ
ｘ
に
必
要
な
Ｉ
Ｄ
・
パ

ス
ワ
ー
ド
の
申
請
を
受
け
付

け
ま
す
。
予
約
は
不
要
で
す
。

〔
日
時
〕
　
１
月
14
日(

土)

第
１
回
・
午
前
10
時
30
分
～

11
時
30
分

第
２
回
・
午
後
１
時
30
分
～

２
時
30
分

第
３
回
・
午
後
３
時
～
４
時

〔
場
所
〕
イ
オ
ン
モ
ー
ル
日
の

出
（
２
階
イ
オ
ン
ホ
ー
ル
）

〔
持
ち
物
〕
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
（
未
取
得
の
方
も
受

講
で
き
ま
す
）

◆
消
費
税
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

に
つ
い
て

～
事
業
所
得
者
・
不
動
産
所

得
者
の
み
な
さ
ま
へ
～

　
令
和
５
年
10
月
１
日
か
ら

イ
ン
ボ
イ
ス
を
交
付
す
る
た

め
に
は
、
原
則
と
し
て
、
３

月
31
日
ま
で
に
登
録
申
請
手

続
き
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま

す
。
登
録
手
続
き
は
、
ｅ
‐

Ｔ
ａ
ｘ
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
で

も
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
で
申
請
が
で

き
ま
す
。

＊
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
の
ご
利
用
に

は
事
前
に
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
の
取
得
が
必

要
で
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅
税
務

署
　
　
　
　
☎
22
‐
３
１
８
５

年
金
の
お
知
ら
せ

◇
付
加
保
険
料
制
度
に
つ
い
て

　
付
加
保
険
料
制
度
は
、
国
民

年
金
の
一
般
保
険
料
に
加
え
て

付
加
保
険
料（
月
々
４
０
０
円
）

を
納
め
る
こ
と
に
よ
り
、
老
齢

基
礎
年
金
に
付
加
年
金
が
上
乗

せ
さ
れ
る
制
度
で
す
。

　
付
加
保
険
料
を
納
め
る
た
め

に
は
、
申
し
込
み
が
必
要
で
あ

り
、
申
し
込
み
を
し
た
月
分
か

ら
付
加
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

　
ご
自
身
の
健
康
と
医
療
に
対

す
る
認
識
を
深
め
て
い
た
だ
く

と
と
も
に
、
診
療
日
数
な
ど
の

受
診
内
容
を
確
認
し
て
い
た
だ

く
た
め
、「
医
療
費
等
通
知
書
」

を
１
月
下
旬
に
お
送
り
し
ま
す
。

　
通
知
書
に
は
、
診
療
年
月
、

医
療
機
関
の
名
称
、
医
療
費

（
10
割
・
自
己
負
担
相
当
額
）

な
ど
を
記
載
し
て
い
ま
す
。

　
発
送
の
対
象
は
、
令
和
４
年

12
月
１
日
現
在
、
東
京
都
後
期

高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
の
資

格
が
あ
り
、
令
和
３
年
９
月
か

ら
令
和
４
年
８
月
ま
で
の
12
か

月
間
に
、
保
険
診
療
で
医
療
機

関
な
ど
へ
の
受
診
履
歴
が
あ
る

方
で
す
。

　
確
定
申
告
の
際
に
医
療
費
等

通
知
書
を
添
付
す
る
こ
と
で
、

令
和
４
年
１
月
か
ら
８
月
ま
で

の
診
療
な
ど
に
つ
い
て
は
、「
医

療
費
控
除
の
明
細
書
」
へ
の
記

載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
９
月
か
ら
12
月
ま
で
の
診

療
等
な
ど
に
つ
い
て
は
、
お
持

に
な
り
ま
す
。

　
お
手
続
き
を
ご
希
望
の
方

は
、
青
梅
年
金
事
務
所
ま
た
は

役
場
住
民
課
へ
お
申
し
出
く
だ

さ
い
。

◇
年
金
相
談
・
お
手
続
き
の
際

は
、
予
約
相
談
を
ご
利
用
く
だ

さ
い

　
日
本
年
金
機
構
で
は
、
年
金

の
相
談
や
請
求
手
続
き
に
つ
い

て
「
事
前
予
約
」
を
行
っ
て
い

ま
す
。
お
待
た
せ
時
間
の
少
な

い
「
予
約
相
談
」
を
ぜ
ひ
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

◎
予
約
専
用
受
付
電
話

☎
０
５
７
０
（
０
５
）
４
８
９
０

〔
受
付
時
間
〕
午
前
８
時
30
分

～
午
後
５
時
15
分
（
土
・
日
・

祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く
）

◆
予
約
相
談
希
望
日
の
１
か
月

前
か
ら
前
日
ま
で
受
付
け
し
て

い
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
、
予
約
の
際
は
、

基
礎
年
金
番
号
の
わ
か
る
年
金

手
帳
や
年
金
証
書
を
ご
用
意
く

だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅
年
金

事
務
所
　
　
☎
30
‐
３
４
１
０

住
民
課
　
　
☎
83
‐
２
１
８
２

ち
の
領
収
書
に
基
づ
き
別
途
、

「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」
を

作
成
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
東
京
都
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
お
問

合
せ
セ
ン
タ
ー
　

☎
０
５
７
０
（
０
８
６)

５
１
９

住
民
課
　
　
☎
83
‐
２
１
８
２

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
医
療
費
等

通
知
書
を
送
付
し
ま
す

蜜蜂を飼育している方へ
　蜜蜂の飼育をする場合は、養蜂振興法の定めるところに

より、飼育の届出をする必要があります。毎年 1月末まで、

若しくは、飼育開始日が決まった時点で飼育届の提出をお

願いします。申請書の様式および提出先は東京都のホーム

ページをご覧ください。

※問い合わせは、東京都農業振興事務所振興課畜産担当

　 　　　　　　　　　　☎０４２－５４８－４８６８


